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ご存知ですか？ 

「障害者自立支援法」のこと 

障害者自立支援法は２００６年４月に施行されました。今年は、三年目の見直し時期に

あたります。この法律の施行によって自己負担の導入、介護サービスの抑制、作業所・

授産所ばなれ等、さまざまな問題が引き起こりました。障害者とその家族・介護労働者・

施設関係者・有識者らが注視するなか、この法律の存在意義があらためて問われていま

す。地域で安心して暮らせることを目的とした法律ですが、それは実現されてきたので

しょうか？  

国・政府のねらいと大きくかけ離れた結果 

 

 

 

改正のポイント 改正後の状況 

 障害種別（身体・知

的・精神）関係なく、

サービスを一元化し

利用できるようにす

る 

 サービスを利用する

人の負担と、国・市

町村の責任ある費用

負担によって財源を

確保し、必要なサー

ビスを充実させ、提

供していく 

 就労支援を抜本的に

強化 

 サービス決定の仕組

みを透明化、明確化 

 介護保険の要介護項目

をベースに障害特性を

79 項目追加。調査が

画一化し障害特性がよ

り不明確に。 

 本人の所得に関係なく

一律に負担する仕組み

に（応益負担）。国庫負

担に基準を設けて国の

財政負担を縮小し、自

治体の福祉財政がひっ

迫する事態。自治体間

でサービス格差が拡大

することに。 

 目標 12 万に対し、３

万３千人しか就労継続

できず。 

 画一的な判定に重点が

おかれ、判定結果は本

人の希望する生活プラ

ンと乖離することも。 
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見直しが注目される項目を挙げてみると… 
自立支援法が成立するときから懸念されてき

たことがありました。所得がない。働き口がない。

住むところによってサービス格差が広がる。いず

れにしても、こうした問題はここ何年間かの障害

者福祉が取り組んできた、取り組もうとしていた

課題となんら変わるところがないと言えます。 

障害者福祉の問題は、いまこの国が推し進め

る社会保障費を含む歳出の削減を徹底してやっ

ていく方向に沿ったものではないでしょうか。医

療・介護・年金等の社会保障費は自然増分だけ

で毎年増えますが、小泉内閣は０２年（当初は３

千億）から段階的に削減し、７年間で１兆６２００

億にも上る大幅削減で医療難民、介護難民を生

み出したのです。そういった事態は、生活保護の

申請拒否、介護保険の実費負担、非正規雇用の

劣悪な労働実態など、これら社会問題とされる事

態に繋がることとして記憶に新しく残っています。 

私たちは、この法律が障害者の自立を支援す

ることのない、部類の悪法であることを繰り返し

訴えてきました。応益負担は、人が生きるために

必要な行為に負担を強いるものですが、導入の

過程では「障害者も人としての権利に見合う義務

を果たせ」という極論まで噴出しています。しかし、

社会保障費削減の大合唱をもとに行われた改正

を考えると、応益負担とは仕組まれた痛み分け

に過ぎないのであり、多くの人にとってよくない福

祉が築かれただけに過ぎません。 

今後どのように改正されていくかを注視し、改

悪反対のために活動していきます。 

 

自立生活センターアークスペクトラム 
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サービスの支

給と対象者に

ついて 

 

 

 

 

 サービスを受けられる対象

は障害者手帳を持っていな

い、いわゆる発達障害、高次

脳機能障害、難病等について

も認めること。画一的な判定

基準によらず本人のニーズ

に応じた給付にすること 

 軽減措置（８分の１）ではな

く自己負担原則の撤廃。国・

政府は国庫負担基準の上限

をやめ、かかった費用の２分

の１を支弁すること。 

 授産施設や小規模作業所で

の工賃（06 年 12222 円、

07 年 12600 円 3％増）の

実態を受け止め、所得補償制

度を強化すること。通勤介助

を個別給付とすること。 

 地域での安心ある生活支援

を徹底する具体策を明確に

し、社会的入院を余儀なくさ

れた人たちの住まいの確保

をすること。但し本人の意思

に反し GH・CH を薦めない

こと。地域で暮らす知的・精

神障害者がすべて居宅サー

ビスを使える仕組みにする

こと。サービス状況の見直し

は、障害の進行・生活実態・

ニーズにより柔軟に対応す

ること。 

応益負担と国

庫負担基準に

ついて 

 

 

就労支援につ

いて 

 

 

 

 

サービスの決

定について 
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